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【参考１５】 

船舶に係る排出量 

 

本項では、「貨物船・旅客船等」、「漁船」の２つに区分して排出量の推計方法を示す。 

 

＜推計の対象範囲＞ 

推計対象範囲は「領海内」を一応の目安と考える（図１参照）。ただし、海外との往来に使われる外航

船舶は、国内の港湾区域外の活動量の設定が困難なため、港湾区域内だけをＰＲＴＲの推計対象とす

る。また、河川等を航行する船舶やプレジャーボート等は現時点では十分な知見が得られていないため、

推計の対象外とする。 

【貨物船・旅客船等】              【漁船】 

図１ 船舶に係る排出量の推計範囲 

 

Ⅰ 貨物船・旅客船等 
 

１． 届出外排出量と考えられる排出 
貨物船・旅客船等は、航行時や停泊時に重油等の燃料を消費し、その排気ガス中に対象化学

物質が含まれている。これらの排出は届出対象とはならないため、すべて届出外排出量となる。 

 

２． 推計を行う対象化学物質 
貨物船・旅客船等として、欧州のインベントリー（EMEP/CORINAIR）が対象としているアセトアル

デヒド（物質番号：11）、エチルベンゼン（40）、キシレン（63）、トルエン（227）、1,3-ブタジエン（268）、

ベンゼン（299）、ホルムアルデヒド（310）の７物質について推計を行う。 
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３． 推計方法 
EMEP/CORINAIR 等の文献値により排出係数が燃料消費量（kg/年）当たりで設定されているた

め、船舶による燃料消費量を港湾毎に推計し、それらの積として排出量を推計するのが基本的な

考え方である。ここで、「港湾統計年報」に記載された入港船舶数（隻/年）に対し、既存の調査結

果の手法（図２）を引用して港湾毎の燃料消費量を推計した。ただし、船舶種類による平均停泊時

間の差（図３）を考慮することにより、既存の調査結果よりも精度の向上を図った。また、規模の小さ

な地方港湾については、経験式を使った手法によって燃料消費量を推計した。 

また、内航船舶が港湾区域以外を航行しているときの燃料消費量は、別途把握できる全国の内

航に係る船舶の燃料消費量から、港湾毎に推計した燃料消費量を差し引いた値として設定した。

この場合、燃料を消費した海域を特定することが困難なため、都道府県別の排出量は推計しない。 

以上の結果をまとめ、図４に貨物船・旅客船等に係る排出量の推計フローを、表１に対象化学物

質別の排出係数示す。 

資料：平成８年度船舶排出大気汚染物質削減手法検討調査（環境庁） 

図 2 既存調査における推計手法の例（船舶総トン数との定格燃料消費量との関係式） 

 

図３ 船舶種類ごとの入港１回当たり平均停泊時間の設定値 
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注１：重要港湾と地方港湾を合算してすべての港湾の燃料消費量となる。 

注２：全国の内航に係る燃料消費量から港湾区域内（内航のみ）を差し引いて港湾区域以外の燃料消費量とする。 

図４ 貨物船・旅客船等に係る排出量の推計フロー 
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表 1  貨物船・旅客船等に係る対象化学物質別の排出係数 

対象化学物質 

物質

番号 
物質名 

NMVOC 

構成比（％） 

排出係数 

（g/kg-燃料） 

11 アセトアルデヒド 2.0 0.048 

40 エチルベンゼン 0.5 0.012 

63 キシレン 2.0 0.048 

227 トルエン 1.5 0.036 

268 1,3-ブタジエン 2.0 0.048 

299 ベンゼン 2.0 0.048 

310 ホルムアルデヒド 6.0 0.144 

注：上記の構成比と炭化水素としての排出係数は「Atmospheric Emission Inventory Guidebook 

 （EMEP/CORINAIR,2002）」による。炭化水素の排出係数は 2.4g/kg-燃料。 

 

４． 試算について 
平成 15 年 12 月現在、最新のデータを入手できていないため、対象化学物質の排出量の試算

結果を示さないが、第 2 回公表までにデータを入手し、推計を行う予定である。 
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Ⅱ 漁船 
 

１． 届出外排出量と考えられる排出 
漁船はディーゼルエンジンやガソリンエンジン（船外機）を搭載し、その燃料消費に伴う排気ガス

中に対象化学物質が含まれている。これらの排出は届出対象とはならないため、すべて非点源とし

て扱われる。ただし、遠洋漁船（200 海里以遠）については、領海から離れた海域での操業が主と

考えられるため、推計の対象外とする。 

 

２． 推計を行う対象化学物質 
ディーゼルエンジンの漁船については貨物船・旅客船等と同じ７物質、ガソリンエンジンの漁船

は、二輪車等と同様に上記７物質にアクロレイン（8）、スチレン（177）、1,3,5-トリメチルベンゼン

（224）、ベンズアルデヒド（298）の 4 物質を加えた 11 物質について推計を行う。 

 

３． 推計方法 
EMEP/CORINAIR 等の文献値により、排出係数が燃料消費量（kg/年）当たりで設定されている

ため、漁船による燃料消費量を漁港別等に推計し、それらの積として排出量を推計するのが基本

的な考え方である。ここで「漁業センサス」に記載された漁船の年間稼働日数（日/年）等に対し、

既存の調査結果の手法を適用して漁船による燃料消費量を推計した。また、燃料消費量の各漁港

への配分には、「漁港の港勢集」に記載された利用漁船隻数（隻/年）等を使った。 

ただし、沖合漁船（主たる操業区域が陸地から 12～200 海里の漁船）は、対象化学物質を排出

する場所が漁港から離れた海域での操業が主と考えられることから、地域を特定せずに「その他の

場所」として排出量を推計した。 

以上の結果をまとめ、図 5 に漁船に係る排出量の推計フローを、表 2 に対象化学物質別の排出

係数示す。 

 

４． 試算について 
平成15年12 月現在、最新のデータを入手できていないため、対象化学物質の排出量の試算結果を

示さないが、第 2 回公表までにデータを入手し、推計を行う予定である。 
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注１：「沿岸漁船」とは主たる操業区域が陸地から 12 海里以内の漁船のことを指し、 

    「沖合漁船」とは主たる操業区域が陸地から 12～200 海里の漁船のことを指す。 

注２：漁船１隻が１年間に消費する燃料の数量は、既存調査の結果を引用した。 

図 5 漁船に係る排出量の推計フロー 

 

表２ 漁船に係る対象化学物質別の排出係数 

対象化学物質 排出係数（g/t-燃料） 
物質
番号 

物質名 ガソリン ディーゼル 

8 アクロレイン 24 - 
11 アセトアルデヒド 80 38 
40 エチルベンゼン 456 10 
63 キシレン 1,975 38 
177 スチレン 82 - 
224 1,3,5-トリメチルベンゼン 153 - 
227 トルエン 3,070 29 
268 1,3-ブタジエン 146 38 
298 ベンズアルデヒド 92 - 
299 ベンゼン 908 38 
310 ホルムアルデヒド 218 114 

注１：全炭化水素（THC）としての排出係数は「船舶排ガスの地球環境への影響と防止技術の調査」（平成11 年 3 月、日

本財団）に基づき、以下の通り設定した。 

ガソリンエンジン：34g/kg-燃料、ディーゼルエンジン：1.9g/kg-燃料 

注２：THC に対する対象化学物質の比率は、それぞれ以下のものに等しいと仮定した。 

ガソリンエンジン：二輪車（ホットスタート）の排出係数（環境省環境管理技術室資料）（平成 14 年度） 

ディーゼルエンジン：貨物船・旅客船等の排出係数「Atmospheric Emission Inventory Guidebook」 

(EMEP/CORINAIR,2002) 
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【参考１６】 

鉄道車両に係る排出量 

 

本項では、鉄道車両について「エンジン」、「ブレーキ等の摩耗」の２つに区分して排出量の推計方法を

示す。 

 

Ⅰ エンジン 

 

１． 届出外排出量と考えられる排出 
軽油を燃料とする機関車、気動車等（以下、「鉄道車両」という。）の運行に伴いエンジンから排

出される排気ガス中に対象化学物質が含まれている。鉄道業は届出対象業種であるが、「線路」は

事業所敷地とはみなされないため、これらの排出はすべて届出外排出量としての推計対象となる。 

 

２． 推計を行う対象化学物質 
エンジンとして、欧州のインベントリー（EMEP/CORINAIR）が対象としているアセトアルデヒド（物

質番号:11）、エチルベンゼン（40）、キシレン（63）、トルエン（227）、1,3-ブタジエン（268）、ベンゼン

（299）、ホルムアルデヒド（310）の 7 物質について推計を行う。 

 

３． 推計方法 
EMEP/CORINAIR 等の文献値により、排出係数が燃料消費量（kg/年）当たりで設定されている

ため、鉄道車両による燃料消費量を都道府県別に推計し、それらの積として排出量を推計するの

が基本的な考え方である。鉄道車両による燃料消費量は「鉄道統計年報」により鉄道事業者別に

把握できるため、それを鉄道車両に係る車両基地別車両配置数、営業距離等の指標によって都道

府県別に細分化した。 

以上の結果をまとめ、図１にエンジンに係る排出量の推計フローを示す。 

 

図１ エンジンに係る排出量の推計フロー 
 
 

鉄道事業者別
の燃料消費量
（t/年）

車両基地別の

車両配置数
（台）等

列車に係る都道
府県別の燃料消
費量（ t/年）

列車に係る燃料
消費量当たりの
VOC排出係数
（g/kg-燃料）

列車に係る VOC
排出量の成分
構成比（％）

列車に係る燃料消費
量当たりの対象化学物質
排出係数（ g/kg -燃料）

列車に係る都道府県別

の対象化学物質排出量（t/年）

鉄道事業者別
の燃料消費量
（t/年）

車両基地別の

車両配置数
（台）等

列車に係る都道
府県別の燃料消
費量（ t/年）

列車に係る燃料
消費量当たりの
VOC排出係数
（g/kg-燃料）

列車に係る VOC
排出量の成分
構成比（％）

列車に係る燃料消費
量当たりの対象化学物質
排出係数（ g/kg -燃料）

列車に係る都道府県別

の対象化学物質排出量（t/年）



１６-2 

表 1  エンジンに係る対象化学物質別の排出係数 

対象化学物質 

物質

番号 
物質名 

NMVOC 

構成比（％） 

排出係数 

（mg/kg-燃料） 

11 アセトアルデヒド 2.0 93 

40 エチルベンゼン 0.5 23 

63 キシレン 2.0 93 

227 トルエン 1.5 70 

268 1,3-ブタジエン 2.0 93 

299 ベンゼン 2.0 93 

310 ホルムアルデヒド 6.0 279 

注：上記の構成比と炭化水素としての排出係数は「Atmospheric Emission Inventory Guidebook 

 （EMEP/CORINAIR,2002）」による。炭化水素の排出係数は 4.65g/kg-燃料。 
 

４． 試算結果 
エンジンに係る排出量試算結果を図２、表２に示す。エンジンに係る対象化学物質（７物質）の

排出量の合計は約 160t と試算される。 

※本図は暫定値のため、第２回公表までの情報収集により再計算する可能性がある。 

図２ エンジンに係る全国の対象化学物質別排出量の試算結果（平成 14 年度） 

 

表２ エンジンに係る排出量推計結果（平成 14 年度；全国） 
対象化学物質 届出外排出量（kg/年） 

物質
番号 

物質名 
対象業種
を営む事

業所 

非対象業
種を営む事

業者 
家庭 移動体 合計 

11 アセトアルデヒド    20,048 20,048 

40 エチルベンゼン    4,958 4,958 

63 キシレン    20,048 20,048 

227 トルエン    15,090 15,090 

268 １，３－ブタジエン    20,048 20,048 

299 ベンゼン    20,048 20,048 

310 ホルムアルデヒド    60,144 60,144 

合    計    160,383 160,383 

※本表は暫定値のため、第２回公表までの情報収集により再計算する可能性がある。 
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Ⅱ ブレーキ等の摩耗 

 

１． 届出外排出量と考えられる排出 
鉄道車両の部品であるブレーキパッドやすり板（車輪等がついている台の部分に用いる部品）

等には石綿（物質番号：26）が含まれている場合がある。ブレーキパッドやすり板は、鉄道車両の

運行時に摩耗することから、摩耗した石綿は大気への排出と考えられる。そのほとんどは事業所

外で排出され、届出外排出量と考えられる。 

ただし、ブレーキパッド等への石綿の使用は、平成 14 年度時点では一部の鉄道事業者では残

っているものの、大部分の鉄道会社では採用していないと見込まれる（現在調査中）。また、平成 14

年度に当該製品を採用していたことが判明している鉄道会社においても、平成 15 年度の使用は中

止することとしている。 

 

２． 推計を行う対象化学物質 
ブレーキパッド等に使われる石綿（物質番号：26）について推計を行う。 

 

３． 推計方法  

ブレーキパッド等の年間の製品使用量、石綿の製品に対する含有率、摩耗量の割合（新品と交

換時のブレーキパッドの厚さの比等）が把握できるため、それらの結果より、摩耗量は全て大気へ

の排出量とみなして推計する。 

図３にブレーキ等の摩耗に係る排出量の推計フローを示す。 

 

 

図３ ブレーキ等の摩耗に係る排出量の推計フロー 
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４． 試算結果 
 ブレーキ等の摩耗に係る排出量試算結果を表３に示す。表３に示す結果は現在把握できてい

る１社のみの排出量であるが、約2.8tと試算される。他の事業者の状況については現在調査中で

あるが、石綿の使用が確認できた場合には同様の方法で推計対象に追加する予定である。 

 

表３ ブレーキ等の摩耗に係る排出量試算結果（平成 14 年度；全国） 

対象化学物質 届出外排出量（kg/年） 

物質
番号 

物質名 
対象業種を
営む事業

所 

非対象業種
を営む事業

者 
家庭 移動体 合計 

26 石綿       2,762 2,762 

合   計      2,762 2,762 

※本表は暫定値のため、第２回公表までの情報収集により再計算する可能性がある。
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【参考１７】 

航空機に係る排出量 
 

１． 届出外排出量と考えられる排出 
国内の民間空港を航空運送事業で離発着する航空機を対象に、離発着時のエンジン本

体の稼動及び駐機時の補助動力装置（ＡＰＵ）の稼動に伴い排出される排出ガス中に含ま

れる対象化学物質の排出量について推計を行った。 

エンジン本体からの排出については、上空飛行時には、一般に排出ガスの地上への影

響は少ないと考えられ、また、対象化学物質を排出した地域を特定することが困難なことから、

環境アセスメントなど、航空機の排出ガスの環境影響の評価に一般的に使用される

LTO(Landing and Take Off)サイクル（図３参照）による高度 3,000 フィート(約 914 ﾒｰﾄﾙ)まで

の離発着に伴う排出を推計の対象とした。 

  ※LTO サイクルは「アプローチ」、「アイドル」、「テイクオフ」、「クライム」という運転モードで構成されている。 

 

２． 推計を行う対象化学物質 
航空機からの排出が報告され、国内で実測データがあるアセトアルデヒド（物質番号：11）、

キシレン（63）、トルエン（227）、1,3-ブタジエン（268）、ベンゼン（299）、ホルムアルデヒド

（310）の 6 物質について推計を行う。 

 

３． 推計方法 
実測データ及び文献値等から設定した燃料消費量あたりの対象化学物質の排出係数

（mg/kg-燃料）に、機種別の離発着時の燃料消費量（kg-燃料/LTO ｻｲｸﾙ）、空港別・機種

別の年間着陸回数を乗じることにより、空港別の対象化学物質の排出量を推計し、これを合

算することにより全国及び都道府県別の排出量を推計する（図１）。 

また、ＡＰＵについては、ＡＰＵの使用時間に、空港別・機種別の年間着陸回数、ＡＰＵ使

用時間当たりの排出係数を乗じることにより空港別の対象化学物質の排出量を推計する（図

２）。 
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注１：国内実測データもしくは国内実測データで補正をした海外のデータを利用した。 

注２：離陸推力と燃料消費量の相関関係に基づいて、機種別の離陸推力から設定した。 

図１ 航空機（エンジン）に係る排出量の推計フロー 

 

 

図２ 航空機（補助動力装置）に係る排出量の推計フロー 
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４． 推計結果 
平成15 年 12 月現在、最新のデータを入手できていないため、対象化学物質の排出量の

試算結果を示さないが、第 2 回公表までにデータを入手し、推計を行う予定である。 

 

（参考）LTO サイクルの概要 

空港における着陸から離陸までの LTO（Landing and Take Off）サイクルの概要を図３に示

す。 

 

資料：Atmospheric Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR;1999)に基づいて作成 

注：1feet=0.3048m であり、3000feet は 914.4m である。 

 

図３ 航空機に係る LTO サイクル 
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